
意見書案第３号

介護保険制度の見直しに関する意見書

介護保険制度は３年ごとに見直しが行われ、現在、社会保障審議会において２０２７年度

の介護保険制度改定に向けた議論が進められている。その中で、ケアマネジメントへの自己負

担導入や、負担能力に応じた利用者負担割合の引上げなどが検討されている。

このうち、介護サービスの利用者負担の増加につながる変更は、物価高により高齢者世帯

の可処分所得も減っていることから、必要な介護サービスの利用控えにつながる懸念があり、

高齢者の生活環境の悪化につながりかねない。

さらに、我が国では、急速な高齢化の進行に伴って、要支援・要介護認定者数は今後も増

加する見込みである。一方で、２０２３年度の介護職員数は前年度から約３万人減となり、人

手不足が深刻化しているうえ、ケアマネジャー等が法定外業務への対応を求められるシャドウ

ワークの問題も指摘されている。

加えて、２０２４年度の介護報酬改定で訪問介護の基本報酬が２％以上引き下げられたう

え、人件費等の高騰も相まって事業所経営は厳しさを増し、２０２４年の介護事業者の倒産件

数が過去最多を記録するなど、制度の持続性が問われている。

介護保険制度を持続可能なものとし、すべての高齢者と介護従事者が安心して生活・就労

できる環境を整えるためには、国の責任に基づく財政負担の強化が不可欠である。

よって、国会及び政府においては、次の事項を速やかに講じるよう強く要望する。

記

１　現在、全額が保険給付されているケアマネジメントに対しての自己負担導入に関し、慎重

な検討を行うこと。

２　利用者の原則１割負担を維持し、低所得者への負担軽減策を拡充すること。

３　介護職員の処遇改善を図るため、介護報酬の引き上げおよび処遇改善加算を恒久化するこ

と。

４　地方自治体の財政状況を踏まえ、国の負担割合を引き上げること。

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。
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